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今月のハイライト 
1. マレーシア内国歳入庁（IRB）は、2024年より段階的に「e-invoicing」の制度を導入する予定です（売上が

RM1億超のマレーシアの事業者は2024年6月から導入）。自社で必要となる対応をあらかじめ検討し、今後

の動向を注視しつつ、適時に対応できる体制を備えておく必要があります。 

2. シンガポール内国歳入庁（IRAS）は2023年3月31日、一般的租税回避否認規定の適用に関する通達を改正

し、YA（賦課年度）2023から適用が開始される50%の付加課税に関する解説や、新たな租税回避アレンジメ

ントの設例を追加しています。 

3. オーストラリアの Jim Chalmers 財務大臣は、2023 年 5 月 9 日に 2023−24年度連邦政府予算案を発表し

ました。グローバルミニマム課税の導入に関しては、2024 年 1 月 1 日以降に開始する事業年度より所得合

算ルール（IIR）および国内ミニマム税率（QDMTT）が適用され、2025 年 1 月 1 日以降に開始する事業年度

より軽課税支払ルール（UTPR）が適用されます。 
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各国税務ニュース（2023 年 4 月 30 日時点） 
 

ベトナム 

 

個人情報保護に関する政令の公表（Decree 13/2023） 

ベトナム政府は 4 月 17 日、ベトナムで初めての包括的な個人情報保護法である「個人情報保護に

関する政令」（Decree 13/2023/ND-CP）を公表しました。当該政令は一部の中小企業を除き全ての

企業に適用され、個人情報の取り扱いやインシデント発生時の措置、罰則などの重要な規定が含ま

れています。施行日は 2023 年 7 月 1 日の予定で、施行までの期間が短いことから、当該政令で求

められる対応と現状のギャップ分析を早急に行うことが重要となります。 
  
  

フィリピン 

 

 

BOI に登録変更した IT-BPM セクター登録企業に関する Q&A 

在宅勤務導入のために BOI（投資委員会）登録へと変更した IT-BPM（ビジネス・プロセス・マネジメ

ント）セクター登録企業に関する Q&A が公表されています。財政インセンティブ審査委員会（FIRB）
は、該当する企業の報告要件や各種手続きについて解説しています。 

  
  

マレーシア 

 

e-invoicing の導入 

マレーシア内国歳入庁（IRB）は、2024 年より段階的に「e-invoicing」の制度を導入する旨を、IRB
セミナーなどでアナウンスしています。「e-invoicing」とは、「事業者間の請求書データを、自動的か

つ電子的に処理することができるデータフォーマット形式により授受すること」を指し、当該請求書デ

ータが中央処理機関（Central Platform）を通じて税務当局に自動的に共有されることが想定されて

います。 

売上が RM1 億超のマレーシアの事業者に対しては 2024 年 6 月から導入されます。現時点では

技術仕様などの具体的な内容は示されておらず、予定時期での開始には困難が見込まれますが、

自社で必要となる対応をあらかじめ検討し、今後の動向を注視しつつ適時に対応できる体制を備え

ておく必要があります。詳細は、英文記事をご覧ください。 
  
  

シンガポール 

 

シンガポール税制アップデート  (1) (2) 

TAM による支払利息の損金算入に関する通達の改正 

シンガポール内国歳入庁（IRAS）は 2023 年 2 月 28 日、Total Asset Method（TAM：総資産法）に

よる支払利息の損金算入可能額の計算に関する通達を改正し、TAM の計算式に用いる資産額

や、支払利息には為替差額部分が含まれる点などの明確化を行いました（詳細）。 

 損金算入可能な寄附金に関する通達の公表 

IRAS は 2023 年 3 月 2 日、税務上損金算入可能な寄附金に関する通達を公表し、公的機関

（Institution of a Public Character）や助成金交付慈善団体（Grant-Making Philanthropic 
Organisation）に対するどのような拠出金が税務上損金算入可能となるかを明らかにしました。ま

た、本通達では寄附金とスポンサーシップの差異についても明確化されています（詳細）。 

 FRS116（リース）の適用に係る税務上の取り扱いに関する通達の改正 

IRAS は 2023 年 3 月 14 日、FRS116 号（リース）の適用に係る税務上の取り扱いに関する通達を

改正し、為替差額部分の税務上の取り扱いの明確化や、契約上の支払リース料を損金算入する際

の追加要件（税額計算書内のキャッシュフロー計算書に契約上の支払リース料の調整額を掲載）な

どを更新しています（詳細）。 

  

https://www.pwc.com/vn/en/publications/2023/newsbrief-decree-13-personal-data.pdf
https://www.pwc.com/ph/en/tax/tax-publications/tax-alerts/2023/tax-alert-14.html
https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/Taxavvy/2023/pwc-taxavyy-7-2023-e-invoicing.pdf
https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/Taxavvy/2023/pwc-taxavyy-7-2023-e-invoicing.pdf
https://www.pwc.com/sg/en/tax/assets/newsbites/202304.pdf
https://www.pwc.com/sg/en/tax/assets/newsbites/202305.pdf
https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/etaxguides_cit_total-asset-method-for-interest-adjustment_2016-12-16.pdf
https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/guidance-on-tax-deductible-donations_2023-03-02.pdf
https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/etaxguide_tax-treatment-arising-from-adoption-of-frs-116-or-sfrs(i)-16_revised-(final).pdf?sfvrsn=36941353_27
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 信託の受託者による異議申し立て手続き 

信託による異議申立期間に関する税務規則が 2023 年 3 月 22 日に発効（同日に異議申し立て手

続きに関する通達も改正）し、一定の信託の受託者は、賦課決定通知（Notice of Assessment）の
日から 2 カ月以内（従前は 30 日以内）に異議申し立てができることとなりました（詳細）。 

 一般的租税回避否認規定の適用に関する通達の改正 

IRAS は 2023 年 3 月 31 日、一般的租税回避否認規定の適用に関する通達を改正し、YA2023 か

ら適用が開始される 50%の付加課税に関する解説や、新たな租税回避アレンジメントの設例を追

加しています（詳細）。 

 買手の追加印紙税・追加譲渡税の税率引き上げ 

シンガポール政府は 2023 年 3 月 27 日、居住用不動産の取得に課される買手の追加印紙税

（Additional Buyer's Stamp Duty）の税率引き上げを公表しました。IRAS は同日、引き上げ後の税

率、経過措置、FAQ をまとめたファクトシートを公表しています。追加印紙税の引き上げに伴い、買

手の追加譲渡税（Additional Conveyance Duties for Buyers）の税率も引き上げられました（詳

細）。 

 GST 上の直接の関連および受益に関する通達の改正 

IRAS は 2023 年 4 月 6 日、GST の「直接の関連および受益」に関する通達を改正し、2023 年 1
月 1 日以降に提供される旅行代理店業務に関する取り扱いを変更しています（詳細）。 

 BEPS 防止措置実施条約（MLI）によるルーマニアとの租税条約の改正 

シンガポールとルーマニアとの間の租税条約について、2023 年 4 月 5 日に MLI 条約による改正

が発効されました（詳細）。 
  
  

オーストラリア 

 

 

Monthly Tax Update April 

オーストラリア税務に関する直近の動向のうち、以下について解説しています。 

• 過少資本税制の変更に関する法案のコンサルテーション 

• 新たな公開 CbC レポーティング法案 

• 特定の外国人所有者が取得・保有する NSW の住宅用地に適用される印紙税および土地税の

課徴金の無効について 

• ATO が調達ハブをめぐる税務紛争を解決 

また、 オーストラリアの Jim Chalmers 財務大臣は、2023 年 5 月 9 日に 2023−24年度連邦政府

予算案を発表しました。本ニュースレター（日本語）は当該予算案に含まれる税制改正の概要につ

いて解説しています。 

  

https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/e-tax-guide_cit_objection-and-appeal-process.pdf?sfvrsn=83675467_6
https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/etaxguides_cit_the-general-anti-avoidance-provision-and-its-application.pdf?sfvrsn=a765781c_12
https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/stamp-duty/absd-fact-sheet.pdf?sfvrsn=f55f6050_15
https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/stamp-duty/absd-fact-sheet.pdf?sfvrsn=f55f6050_15
https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_gst-guide-on-the-clarification-on-dic-and-db-(4th-edition)d5550fc0-8942-4dbd-a26c-a4d0594e530a.pdf?sfvrsn=a33b768c_16
https://www.iras.gov.sg/taxes/international-tax/international-tax-agreements-concluded-by-singapore/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-base-erosion-and-profit-shifting
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/jsd-newsletter-april-2023.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/pwc-federal-budget-insights-may-2023-tax-checklist.pdf?sfmid=eyJzZm1jaWQiOiJsaW5kYS5hLmppYUBvdXRsb29rLmNvbSJ9


 

4 
 

セミナー情報 
 
各国または日本で直近実施したセミナー、および今後開催予定のセミナーについてご案内します。登録・視聴リンク

がないセミナーについても、ご興味がありましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

【オーストラリア】税務セミナー：税制改正と予算案概要について 

Jim Chalmers 財務大臣は 5 月 9 日に 政権発足後 2 回目の連邦政府予算案を発表しました。2022 年 10 月の予

算案で発表された過少資本税制、無形資産の低・無税率国での保有に伴うオーストラリアでの損金不算入、税務情

報の一般開示については本年 3 月に草案が発表され、コンサルテーションのプロセスが進んでいます。 

PwC オーストラリアの日本企業部では、上記の草案と 5 月 9 日の連邦政府予算案で発表された税制改正案に関す

る日本語セミナーを開催し、日本企業に影響のある税制改正について掘り下げて解説します。  
※ 競合企業の方のご登録はご遠慮ください。 

配信期間： 2023 年 5 月 15 日（木）～11 月末日 

配信方法： オンデマンド配信 

詳細および登録リンク： https://event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1607765&tp_key=39c02f6ed4 
 
 

価値創造の源泉としての“無形資産” 10 年先まで持続的に企業価値を向上させる、マネジメントの 3 つの鍵 

昨今、ESG やサステナビリティの重要性に関する認識が高まり、非財務情報の開示が求められるようになってきてい

ます。本セミナーでは、日本企業が目指すべき将来志向・統合思考での価値創造経営を実現するために必要となる

考え方と押さえておくべきマネジメントの 3 つの鍵を紹介します。 

配信日時： 2023 年 6 月 15 日（木）14:00～15:45（日本時間） 

配信方法： ライブ配信 

詳細および登録リンク： https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/c1230615.html 
 
 

エンドツーエンドで考えるサブスクリプションサービスの収益化―サブスクリプションサービスの上手くいかないを解決― 

PwC コンサルティングと SAP は表題のセミナーを開催し、サブスクリプションサービスの収益化に向けた中長期計画

の策定、営業案件作りから債権回収までのエンドツーエンドのビジネスプロセス、収益化を実践するための考え方な

ど、重要な方策について解説します。 

開催日時： 2023 年 6 月 9 日（金）13:00～15:00 

配信方法： ライブ配信オンライン：SAP On24 プラットフォームにて配信 

視聴時間： 120 分 

詳細および登録リンク： https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/c1230609.html 

  

https://event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1607765&tp_key=39c02f6ed4
https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/c1230615.html
https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/c1230609.html
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各国問い合わせ先 
 
より詳しい情報、または個別案件への取り組みやご相談につきましては、PwCの貴社担当者もしくは下記担当者まで 
お問い合わせください。 
 
 

共同統括責任者 神保 真人（税理士法人 パートナー）、菅原 竜二（PwCインドネシア パートナー） 
  
  

PwC税理士法人（日本） 神保 真人、野田 幸嗣（移転価格）、青木 一憲（金融）、本間 稔（移転価格）、田中 文人 
  
  

PwCインドネシア 菅原 竜二（カントリーリーダー）、糸井和光、深澤 直人、濱田 孝一、松澤 智之、石山 洋
平、水野 直樹、井上 由貴 
問い合わせ先：id_jbd@pwc.com 

  
  

PwCタイ 魚住 篤志（カントリーリーダー）、武部 純、木村 洋平 
問い合わせ先：th_jbd@pwc.com 

  
  

PwCベトナム 今井 慎平（カントリーリーダー）、小山 誠祐、小暮 寛之 
問い合わせ先：vn_jbn@pwc.com 

  
  

PwCフィリピン 東城 健太郎（カントリーリーダー）、林田 俊哉、大川 恵津子 
問い合わせ先：ph_jbd@pwc.com 

  
  

PwCマレーシア 杉山 雄一（カントリーリーダー）、佐藤 祐司、水本 賢一、緩詰 真梨子 
問い合わせ先：my_pwc_japandesk@pwc.com 

  
  

PwCシンガポール ハワード・オオサワ（ジャパンデスク 税務統括）、北村 勝信、山本 尚紀、海谷 亮介 
問い合わせ先：sg_japan_desk_tax@pwc.com 

  
  

PwCオーストラリア 寺﨑 信裕（税務カントリーリーダー）、 伊藤 大介 
問い合わせ先：au_japan@pwc.com 

 

Tax Academy について 
 
PwC税理士法人は「Tax Academy」を開設し、国際税務領域の人材育成支援を目的としたe-learningコンテンツを

2022年10月より配信しています。 

「Tax Academy」のシリーズ講座は、日本企業が海外に事業展開する際に事前に検討すべき論点を網羅しているほ

か、当法人の国際税務領域における豊富な実務経験や、PwCグローバルネットワークを通じて得た知見を生かすこ

とで広範囲な専門分野をカバーしています。各コース（有料）を通じて、国際税務を基礎から体系的に学びたい方や、

企業の税務部門担当として国際税務の知識を身に付けてスキルアップしたい方をサポートします。 

詳細は以下をご参照ください。 
www.pwc.com/jp/tax-academy 

 

バックナンバーは、こちらからご覧ください。 

 
 
PwCは、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することをPurpose（存在意義）としています。私たちは、世界152カ国に及ぶグローバルネット

ワークに約328,000人のスタッフを擁し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。詳細はwww.pwc.com をご覧ください。 
本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 
© 2023 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal 
entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.  

https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/j/masato-jimbo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/ryuji-sugawara.html
https://forms.jp.pwc.com/public/application/add/4743?__CAMCID=cKPnibYQqo-450&__CAMI=3.2.1.0.FhPyegtLZYi.HKfZQztzIIh-83&__CAMSID=HKfZQztzIIh-83&__CAMVID=FhPyegtLZYi&_c_d=1&_ct=1626172623813&_ga=2.259045002.1291258877.1626055109-634799299.1605677937
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/j/masato-jimbo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/k/koji-noda.html
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/indonesia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/ryuji-sugawara.html
mailto:id_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/thailand.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/u/atsushi-uozumi.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/jun-takebe.html
mailto:th_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/vietnam.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/i/shimpei-imai.html
mailto:vn_jbn@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/philippines.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/kentaro-tojo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/h/toshiya-hayashida.html
mailto:ph_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/malaysia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/yuichi-sugiyama.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/yuji-sato.html
mailto:my_pwc_japandesk@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/singapore.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/o/howard-osawa.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/k/katsunobu-kitamura.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/y/naoki-yamamoto-t.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/k/ryosuke-kaiya.html
mailto:sg_japan_desk_tax@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/australia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/nobuhiro-terasaki.html
mailto:au_japan@pwc.com
http://www.pwc.com/jp/tax-academy
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/asean-oceania-tax-newsletter.html
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